
自転車の交通ルール 



自転車ルール １ ～ 自転車は、道路のどこを走る？ 

○ 車道の左側を通行しなければならない。 
    罰則・・・３月以下の懲役または５万円以下の罰金 

○ 後方からくる車に迷惑をかけるような 
 急な進路変更をしてはならない。 
    罰則・・・５万円以下の罰金 



自転車ルール ２ ～ 歩道は走れない？ 

○ 「通行可」の標識や標示のある 
  歩道を通ることができる。 

○ 歩行者の通行を妨げそうなときは 
  一時停止しなければならない。 
    罰則・・・２万円以下の罰金または科料 

○ 歩道では、すぐに停止できるような 
  速度(徐行)で、進行する。 
    罰則・・・２万円以下の罰金または科料 

○ 通行部分が指定されているときは、   
その部分を通行する。 
    罰則・・・２万円以下の罰金または科料 



自転車ルール ２ ～ 歩道は走れない？ 

 例 外 
 

○13歳未満の子供や、70歳以上の人、車道通行に支障の 
ある身体に障害を持った人が、自転車を運転している場合は、 
歩道通行することができる。 
 

○上記以外でも、例えば車道に駐車車両が多いとか、道路 
工事をしていて、かえって車道を走るのが危険だと判断される 
場合は一時的に歩道を通行することができる。 



自転車ルール３～ 自転車も信号機を守る必要がある？ 

○ 信号に従って通行しなければならない。 
    罰則・・・３月以下の懲役または５万円以下の罰金 
          過失は１０万円以下の罰金 

○ 自転車横断帯があるところは必ず 
  そこを通らなければならない。 
    罰則・・・警察官の指示にそむいて自転車横断帯 
         を通行しなかったときは２万円以下の罰金 
         または科料 



自転車ルール４～信号機がない交差点はどうやって走る？ 

○ 右折するときは、できる限り道路の左側 
  に寄り、交差点の内側のラインに沿って 
  徐行しなければならない。 
    罰則・・・２万円以下の罰金または科料 

○ 「止まれ」の標識のあるところは、一時停止して 
  安全を確かめなければならない。 
    罰則・・・３月以下の懲役または５万円以下の罰金 
         過失は１０万円以下の罰金 



自転車ルール５～夜間はライトを点灯しないといけない？ 

○ 尾灯または反射器のない自転車に 
  乗ってはならない。 
    罰則・・・５万円以下の罰金、過失同じ 

○ 夜間は必ずライトを点灯しなければ 
ならない。 罰則・・・５万円以下の罰金、過失同じ 



自転車ルール６ ～ 禁止行為って何？ 

○ 二人乗り 
    罰則・・・２万円以下の罰金または科料 

○ 急ブレーキ 
  罰則・・・３月以下の懲役または５万円以下の罰金 

 
 

○ 並  進 
    罰則・・・２万円以下の罰金または科料 

○ 運転中の携帯電話の使用 
○ 運転中のヘッドホンの使用 
○ ジグザグ運転、手放し運転 
  罰則・・・安全運転義務違反 
  ３月以下の懲役または５万円以下の罰金 



問 題 １ 

横断歩道で自転車は？ 

○ 自転車横断帯がなく、横断歩道があるとき 

 ・歩行者がいなければ、通行可 

  ・歩行者がいる場合は、自転車を降りて横断する 

青信号 

○ 自転車横断帯があるとき 

 ・自転車横断帯を通行する 

○ 自転車横断帯も横断歩道もないとき 

 ・左右の見通しのよいところを選んで、自動車が来ないことを 

  確認して、道路を直角に渡る（斜め横断はやめましょう） 



問 題 ２ 

自転車のあなたは進む？止まる？ 

車両用の信号に従わなければならない 

赤信号 
青信号 



自転車事故の代償 １ 



自転車事故の代償 １ 

無 灯 火 

死亡



自転車事故の代償 ３ 

無 灯 火 
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自転車安全利用五則 

１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外 

２ 車道は、左側を通行 

３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

４ 安全ルールを守る 

 ○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 

 ○夜間はライトを点灯 

 ○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 

５ 子供はヘルメットを着用 



･スピードを出して走る場合は車道を走る（基本車道） 

 

･車道が危険と思われるところは歩道を通行してもよい 

（歩道から自転車をしめ出そうという趣旨ではない） 

 



おわり 


